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双方とも網得できる解決を

サポートします。

あなたと相手方の事情や意見

なども考慮し、法的な権利や

義務を定めるにとどまらない

双方が納得できる柔軟な解決

を目指します。

解決後の関係維持・改善も期

待できます。

あなたのプライバシーや
秘匿は厳守されます。

手続は非公開で行われます。あなたのプライバシ

ー保護などを配慮し他人に知られることなく解決

を図れます。

司法書士が

サポートします。

司法書士が公正・中立な第三者

（調停人）として、皆さまの話し合

いを支えます。

載判なL,で解決‘‘ 
'' 

手続の内容や費用に
関しては依頼前に

わかりやすく

こ‘説明いたします。

説明を聞いた上で、よく考えてから

当センターのご利用をお考えください。

調停センター“すてつきIIのもう1つのメリット。

“すてっき"を利用した場合、ADR促進法により、時効の中断、訴訟手続の中止、調停前置の不適用という3つの法的効果が認められています。
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アクセス

調停センター‘‘すてつき＂は、裁判以外の方法で

紛争を解決する法務大臣の認証を取得した機関であり、

特定和解を取り扱うことができます。

東京司法書士会調停センター“すてっき”
〒160-0003

東京都新宿区四谷本塩町4番37号司法書士会館2F

TEL : 03-3353-8844 

URL : https://www.tokyokai.jp/consult/center.html 

受付は毎週月曜日から金曜日までの午前9時から正午、午後1時から

午後4時30分まで（祝祭日を除く）

お隣の騒音が・・・

認証番号第22号

認証年月日 平成20年12月10日

2024.4 

東京司法書士会調停センター“すてつき”

冨 TEL:03-3353-8844 




